様式第2号(第3条関係)

第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

身延町長　　　　　　　　　　
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	重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券交付可否決定通知書
	　



　　　年　　月　　日付けで申請のありました身延町重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券の交付について、次のとおり決定しましたので通知します。
	乗車券の交付
	1　可　　2　否　　理由

	交付品目
	身延町重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券

	交付期日
	　　　　年　　　　月　　　　日

	交付場所
	身延町役場福祉保健課(印鑑を持参してください。)

	交付の条件
	1　乗車券は、使用目的以外に使用しないこと。
2　受給者又は保護者は、次の各号のいずれかに該当したときは、別に定める様式により町長に届け出てください。
　(1)　死亡したとき。
　(2)　障害程度の変更により受給資格がなくなったとき。
　(3)　身延町に住所を有しなくなったとき。
　(4)　乗車券を破損、汚損したとき又は紛失又は盗難にあったとき。
　(5)　その他町長が必要と認めるとき。
3　乗車券を譲渡し、転貸し、担保に供する等のほか、その他不正な手段により使用した場合は、全部又は一部を返還してもらいます。


　この決定に対して不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に身延町長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
　また、この決定があったことを知った日(身延町長に対して審査請求をした場合には、当該審査請求に対する身延町長の裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内に、身延町を被告として(訴訟において身延町を代表する者は、身延町長となります。)、甲府地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、当該決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。


